
事業場等の建設に係る届出について 

 

① 特定施設の設置に係る届出【工場・事業所】 

 

              特定施設とは、 

・著しい騒音又は振動を発生する施設であって規則で定めるもの 

      ※別紙「特定施設一覧表」参照 
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② 特定建設作業に係る届出 

 

 

              特定建設作業とは、 

              ・建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業 

であって規則で定めるもの 

 ※別紙「特定建設作業一覧表」参照 

 

 

               いいえ 

      はい 

 

              いいえ            いいえ 

 

 

      はい             はい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 

指定地域内（用途
地域内）である 

県条例の特定施
設に該当する 

法の特定施設に
該当する 

【県条例による設置届出】2部 
●設置工事の 30日前までに届出 
・規制基準遵守義務 

【法による設置届出】2部 
●設置工事の 30日前までに届出 
・規制基準遵守義務 

県条例の特定施
設に該当する 

【届出義務なし】 
・公害防止努力義務 

【届出義務なし】 
・県条例規制基準
遵守義務 

騒音規制法 

振動規制法 

新潟県生活環境の保全に関する条例 

START 

指定地域内（用途
地域内）である 

県条例の特定建
設作業に該当す
る 

法の特定建設作
業に該当する 

【届出義務なし】 
・規制基準遵守義務 

【法による届出】2部 
●設置工事の 7日前までに届出 
・規制基準遵守義務 

【届出義務なし】 
・公害防止努力義務 

【問合せ・届出先】 

見附市市民生活課 生活環境係 

℡０２５８－６２－１７００（内線１７３） 

 


